
　

昨
年
10
月
︑
北
九
州
市
で
行
わ
れ
た
九
州
弁
護
士
会
連
合
会
定
期
大
会

で
は
︑
子
ど
も
の
意
見
表
明
権
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
ま
し
た
︒

日
本
は
１
９
９
４
年
に
子
ど
も
の
権
利
条
約
を
批
准
し
た
も
の
の
︑
子
ど
も

を
権
利
の
主
体
と
認
め
る
た
め
の
制
度
整
備
が
進
ん
で
い
ま
せ
ん
︒
こ
の
点

以
外
に
も
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
の
問
題
や
︑
男
女
間
差
別
︑
貧
困
問
題
な
ど
取
り

組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
権
課
題
が
山
積
み
で
す
︒

　

他
方
で
︑﹁
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
﹂
に
よ
る
円
安
誘
導
は
異
常
な
物
価
高
を
も
た

ら
し
て
い
ま
す
︒
賃
金
が
上
が
ら
な
い
中
の
物
価
高
は
明
ら
か
に
政
治
の
失

敗
で
す
︒
人
が
人
ら
し
く
生
活
で
き
る
よ
う
に
と
保
障
さ
れ
て
い
る
生
存
権

は
︑
か
つ
て
な
い
ほ
ど
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
ま
す
︒

　

私
た
ち
の
人
権
を
守
る
た
め
の
要
で
あ
る
平
和
の
問
題
も
多
く
の
課
題
を

抱
え
て
い
ま
す
︒

　
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
機
に
岸
田
政
権
は
防
衛
費
を
倍
増
す

る
方
針
を
示
し
て
い
ま
す
︒
新
た
に
必
要
な
軍
事
費
は
年
5
兆
円
と
な
り
︑

大
幅
な
増
税
が
予
想
さ
れ
ま
す
︒
家
計
や
賃
金
を
さ
ら
に
圧
迫
す
る
こ
と

は
確
実
で
す
︒

　

最
近
で
は
︑
防
衛
費
拡
大
の
口
実
と
し
て
︑
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
危
機
が

喧
伝
さ
れ
て
い
ま
す
︒
私
た
ち
は
危
機
感
を
あ
お
ら
れ
﹁
軍
事
に
は
軍
事

を
﹂
と
思
い
が
ち
で
す
が
︑
こ
れ
で
は
限
り
な
い
軍
拡
競
争
を
招
く
だ
け
で

す
︒
自
民
党
は
﹁
敵
基
地
攻
撃
能
力
﹂
の
保
有
を
政
策
と
し
て
い
ま
す
が
︑

主
観
的
な
危
機
感
を
根
拠
と
し
て
お
り
︑
客
観
性
の
な
い
﹁
危
険
や
脅
威
﹂

で
は
正
し
い
安
全
保
障
政
策
を
作
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒
国
家
間
の
危
機

は
外
交
努
力
で
し
か
回
避
で
き
な
い
こ
と
は
歴
史
が
証
明
し
て
い
ま
す
︒

　

昨
年
夏
の
参
議
院
選
挙
で
は
当
事
務
所
の
仁
比
聡
平
弁
護
士
が
当
選
し

ま
し
た
︒
国
政
へ
私
た
ち
の
声
を
最
大
限
に
届
け
︑
改
憲
の
動
き
に
待
っ
た

を
か
け
る
た
め
の
活
動
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
︒

　

今
年
が
数
多
く
の
人
権
課
題
が
解
決
し
︑
平
和
で
実
り
あ
る
年
に
な
り

ま
す
よ
う
祈
念
し
て
︑
新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒
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新
年
明
け
ま
し
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お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
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相続・寄与分について

　「母が要介護状態になったので、娘の私が同居して介護を
し、看取りました。母の遺産について、何の世話もしなかっ
た兄弟にも平等に分けなければいけないのでしょうか？」
　そのような希望をかなえる民法上の制度として寄

き よ ぶ ん

与分があ
ります。寄与分に関する基礎知識をご紹介します。

１　寄与分とは
　寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加
に特別の貢献をした者がいる場合に、公平の観点からその貢
献を評価して、他の相続人よりも多く財産を取得できるよう
にするという制度をいいます（民法 904 条の２）。
　寄与分の一般的要件は、➀相続人自らの寄与があること、
➁寄与行為が「特別の寄与」であること、➂被相続人の遺産
が維持又は増加したこと、➃寄与行為と遺産の維持又は増加
との間に因果関係があることがあります。
　民法上、夫婦間の協力義務や、親族間の相互扶助義務があ
るため、➁「特別の寄与」については、そのような一般的な
義務の程度を超える貢献であることが必要です。
　例えば、妻が主婦として家事労働に従事し、いわゆる内助
の功によって夫の活動を助けたという事例では、夫の死亡時
に「特別の寄与」があったと評価することは困難です。これ
に対し、夫が病気のため働けなくなったために妻が働き、子
育て、家事全般も担ってきた場合は「特別の寄与」と評価さ
れうるでしょう。

２　寄与分の類型
　寄与分には、寄与行為の態様ごとに、以下のような類型が
あります。
⑴　家業従事型
　被相続人の事業に従事し、労務を提供してきたような場合
です。
　妻が家業である農業に従事していた事例では、「農作業の

種類、程度、期間及び被相続人方の農業規模並びに農業所得
などから裁量により合理的に算出した労務対価額（給与相当
額）より、その期間における同人の生計費相当額を控除した
額」が寄与分額にあたるとした裁判例があります。農作業の
拘束時間が長い場合などは寄与分としての評価額が高くなる
と考えられます。
⑵　療養看護型
　被相続人の療養看護に従事してきたような場合です。
　本来、被相続人が自らの費用で看護者を雇わなければなら
なかったところ、その看護人の費用の支出を免れたという類
型です。療養看護を必要とする状態にあったことが必要であ
り、病状が軽い場合や、病状が重くても完全看護の病院に入
院していたような場合は認められません。
　例えば、父母にあたる被相続人の入院中、月に１、２回、
身の回り品や軽食を購入して病院へ行き、死亡前の数週間の
み毎日面会したという程度では、親子として通常期待される
程度を超える療養看護ということは困難であり、寄与分は認
められないでしょう。
⑶　金銭等出資型
　被相続人の事業に関して財産上の給付をしたり、亡くなっ
た方に財産上の利益を給付してきたような場合です。
⑷　財産管理型
　被相続人の財産（賃貸物件など）を管理することによって
財産の維持形成に寄与した場合です。管理が無報酬またはこ
れに近い状態でなされていることが必要です。
⑸　扶養型
　特定の相続人が亡くなった方を扶養していた場合です。⑵
と同じく、亡くなった方が出費を免れたため財産が維持され
たと言える場合に、寄与分が認められる余地があります。

　寄与者の行った類型ごとに、集める資料や主張すべきポイ
ントなどが異なりますので、弁護士へのご相談をお勧めしま
す。

「誰がために医師はいる クスリとヒトの現代論」松本俊彦著（みすず書房）

　著者は精神科医で、2015年より国立精神・神経研究センター精神保健研究所薬物依存研究部長を
されています。第70回（2022年）日本エッセイスト・クラブ賞受賞作品です。
　内容は、著者が精神科医になるまで、あるいはなってからの体験と雑感です。研修中に出会った医
師らの人となりや、専門分野の選択過程、愛車との付き合いなどといった柔らかいエピソードもありま
すが、精神疾患を持つ患者らの話が多く、薬物依存や自殺の話や、疾患の背景にある家庭内暴力や
児童虐待といった生活歴まで深刻な内容が含まれます。もっとも、文章は全般的に静かで平易な語り
口で綴られており、読み進めていくうちに、特殊な人たちの特殊な生き方を知るというよりも、人の有
り様に思いをめぐらせるような心持ちになっていきました。
　無名の「本物の精神科医」との出会いや、その医師の影響で中古のアルファロメオに拘っていたこと、
研修医時代のアルバイト先の救急で適格な診断をして精神科ではなく外科に引き継いだのに、結局精
神科の重大な問題を抱えていることがわかった患者さんの話なども語られます。
　最初の二章では筆者の核になる出来事が語られており、後ろから順に読んでもいいかもしれません。

おすすめの
書籍紹介

弁護士　天久  泰

弁護士　吉武 みゆき
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新年のごあいさつ新年のごあいさつ
弁 護 士 か ら

昨年からディスクゴルフを始めました。
フライングディスク（フリスビー）と呼
ばれる円盤を使うゴルフのようなスポー
ツです。自然の中でディスクを遠くへ飛
ばす爽快感や，ゴールを狙う戦略性が
魅力です。ファミリーで楽しめますので
機会があればぜひお試しください。

みなさんのおかげで仁比そうへいの当
選が叶いました。昨年はウクライナ戦
争を契機にあらためて憲法９条の価値
を再認識しました。ミャンマーの現状も
思わしくありません。今年もあらためて
「平和をあきらめない！」決意でともに
がんばりましょう。

夏の参院選では「にひさん」へ応援の
声を多数いただきました。無事当選し、
早速エンジン全開で活躍しています！今
後も国会論戦に注目です！
今年で弁護士10年目を迎えます。より
一層健康に気を配りつつ、ご依頼に誠
実に取り組んで参ります。

一昨年から登山をしています。昨年は「く
じゅう1Day17サミッツ」を達成しまし
た。これは大分県・九重連山にある標
高1700ｍ以上の山９座を１日で登るルー
トです。距離20km以上、累積標高差
2000m以上のハードな道ですが、体力に
自信のある方は1度挑戦してみてください。

弁護士登録してすぐの頃から、弁護士会
の民事介入暴力対策委員会に所属し、暴
力追放活動に関わってきましたが、この
度、暴力追放栄誉銅章が警察庁長官と全
国暴力追放運動推進センター会長の連名
で贈られ、表彰されました。これからも
地道に活動を続けていきたいと思います。

明けましておめでとうございます。
子どもたちの初めてのボート操縦は頼
りなく、とても「大船」に乗った心地と
は言えませんでした。依頼者の皆様に
とっての「大船」となれるよう、精一
杯業務に取り組んでいきます。
今年もよろしくお願いいたします。

夏の参院選、にひそうへいは無事復
活当選できました。秋の九弁連大会
シンポでは、子どもの声を聴くことの
大切さを学びました。令和４年北九
州市表彰（社会福祉功労）を受賞し
ました。

昨年は初めてイカ釣りに行きました。
17 時から夜２時までの夜釣りでしたが
想像以上に釣れて、めちゃめちゃ楽し
かったです。非日常体験でリフレッシュ
できました。それ以降、釣りに嵌まり、
ちょこちょこ海釣り公園で子どもと魚釣
りをして楽しんでいます。

昨年の仁比弁護士の参議院議員復帰
は快挙でした。今後の活躍が楽しみ
です。気候危機、ウクライナ、軍拡・
憲法改正、旧統一協会と今年も色々
な懸念事がありますが、心身の健康
に留意して、自分にできることを頑張
りたいと思います。

明けましておめでとうございます。
私は92歳になりました。体が思う
ようにいかないこともありますが元
気に過ごしています。みなさんお
元気でお過ごしください。

仁比選挙では、多くのご支援で当選
できました。昨年は子どもが小学校
に入学し、はらはらしながら見守った
一年でした。口出しが多い母ちゃん
なので今年こそは待つ・見守るを心
がけていきたいです。今年もよろしく
お願いします！

先日夜歩いた歩道は、踏まれて小さ
くなった黄色い落ち葉でいっぱいでし
た。夜気でしめった空気の中、サク
サク音がして、土の匂いも立ち上って
きて、昔にした秋の山歩きを思い出
しました。また行ってみたいなと思い
ました。



旧統一協会問題について考える

　旧統一協会（現「世界平和統一家庭連合」）につい
ては、安倍元首相の銃撃事件をきっかけに、自民党議
員との広く深い癒着が明らかとなり、皆さんも多くの情
報に接しておられることと思います。

旧統一協会とは
　旧統一協会の教
えでは、神が人間
を創造する前、神
の愛を一身に受け
ていた天使長ルー
シェルは、神がア
ダムとエバを創造
して愛を注いでい
るのを見て嫉妬し、
神の子女であるエ
バを誘惑して不倫関係を結び、ルーシェルは霊的に堕落
してサタンとなった。エバは、未完成のうちにアダムと性
的関係を結び、肉的に堕落した。堕落したアダムとエバ
の子孫である人間はサタンの子女となり、堕落性を原罪
として綿々と受け継いできた。そして、サタンが万物世
界を主管するようになった。神は、人類を罪のない本来
の立場に戻すためにメシアを遣わした。イエスキリストは
そのメシアであるが、裏切りにあい肉的救いは失敗した。
肉的救いを完遂し、地上天国を実現するために、神が韓
国に再臨させたのが文鮮明である。とされています。
　この教えから、人間が原罪を拭うためには、文鮮明
の祝福を受ける必要があり（合同結婚式）、２世や３世
の信者は、合同結婚式を受けた両親から生まれた罪
のない者であるから、堕落した人間と交わらないように、
恋愛は禁止され、旧統一協会が指定する者としか結婚
できません。また、もともと万物は神のものとされます

から、サタンに支配された日本の財物を神の国である
韓国に移すことは神の御心にかなった善行であり、財物
を差し出した人もそのことで救われるのであるから、現
世の法律で違法とされる方法で財物を得たとしても何ら
問題ない、すなわち、霊感商法やマインドコントロール
下の信者から多額献金を受けることも何ら問題ないばか
りか、信心深い行為と推奨されことになります。

旧統一協会と政治の関係
　旧統一協会は以上のような教えに基づいて活動し、
甚大な被害をもたらしてきただけでなく、その目的を遂
げるために、50 年以上前から、政権党である自民党に
近づき、各種選挙で応援し、確認書を交わし、信者を
秘書として採用させ、のちに地方議員として多数立候補
させて当選させてきました。そして、国や地方の政治に
大きな影響を及ぼすまでになって来ていたことが最近の
報道で明らかになっています。
　自民党の国会議員や地方議員は、いままで、選挙
等でさんざん応援をしてもらっていながら、この問題が
発覚した途端、自らが議員を辞めるのではなく、旧統
一協会や関連団体との関係は清算したと言って保身に
走っていますが、いかにも浅はかです。
　今後も世論の厳しい目が続けば、政府は旧統一協
会に対し、質問権を行使し、解散請求の手続きを行う
のではないかと思いますが、仮に解散請求が認められ、
法人格がなくなっても、旧統一協会が任意団体として活
動することは認められます。
　旧統一協会の教義が前述した内容であるかぎり、婚
姻の自由の侵害、霊感商法、違法献金などの違法行
為はなくならないのではないかと危惧されます。
　２世、３世信者の救済の問題も含め、今後も旧統一協
会や関連団体の動向を注視する必要があります。
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　各種事件報告や法律の豆知識
の情報を増やしました。離婚や労
働事件のページも充実させまし
た。ホームページからの相談予約
もできます。一度ご覧ください。

ホームページもご覧くださいホームページもご覧ください

北九州第一法律事務所 検　索

https://kd-lo.gr.jp/https://kd-lo.gr.jp/

ご友人・ご親族を紹介ください 法律相談のご案内 ☎０９３（５７１）４６８８
《土曜予約専用》☎０９３（５７１）３３５５

●相談時間
月～金曜日 10：00～11：30
　　　　　　 13：00～18：00
　土・日曜日 13：00～16：00

●相談料
法律相談料は45分まで5,500円（税込）です。

法テラス利用による無料相談もできます

霊感商法に使われた壺

弁護士　前田 憲徳
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